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熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領 

（平成２１年６月２６日告示第６１８号） 

（平成２３年５月３１日告示第５７７号一部改正） 

（平成２５年３月２９日告示第３２９号一部改正） 

（平成２７年３月３１日告示第３５６号一部改正） 

（平成２８年３月２９日告示第４１１号一部改正） 

（平成２９年３月３１日告示第３２５号一部改正） 

（平成３１年４月１２日告示第４０２号一部改正） 

（令和２年９月２９日告示第７４６号一部改正） 

（令和４年４月１日告示第２８５号一部改正） 

（令和５年３月３１日告示第３３１号一部改正） 

（令和６年５月７日告示第５４６号一部改正） 

（令和７年３月２８日告示第２５３号一部改正） 

（令和７年９月３０日告示第６９６号一部改正） 

 

 

（趣旨） 

第１条 熊本県が発注する建設工事（以下「工事」という。）並びに測量業務、建築関係コンサルタン

ト業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び公共土木施

設の維持管理に係る業務の委託（以下「建設コンサルタント業務等委託」という。）に係る契約事務

の取扱いについては、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号。以下「規則」という。）そ

の他関係法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（契約書の作成） 

第２条 規則第７４条の規定により契約書（当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含

む。）を作成する場合は、契約の相手方とともに契約書に記名押印してその一通を所持し、又は当該

契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条第

５項に規定する措置を講じなければならない。なお、規則第７５条の規定による契約書（当該契約書

に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）の作成の省略は、行わないものとする。 

 

（契約保証金の納付に代わる担保の提供） 

第３条 規則第７７条第２項に規定する契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、同項

各号に掲げるもののうち次に掲げるものに限るものとする。 

(1) 国債又は県債（以下「国債等」という。） 

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関（以下「金融機関等」という。）の保証 

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する

保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証 

２ 前項第２号に規定する金融機関等の保証又は同項第３号に規定する保証事業会社の保証を契約保証

金に代わる担保として提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させなければならない。  

なお、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金

融機関等又は保証事業会社が定め発注者の認める措置を講ずることができる場合においては、

当該保証に係る書面の提出があったものとみなす。  

 

（担保の価値） 

第４条 前条第１項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める

ところによるものとする。 

(1) 国債等 額面金額 

(2) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額 
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（契約保証金の免除） 

第５条 規則第７８条の規定により契約保証金の納付を免除できる場合は、同条各号に掲げるもののう

ち次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第３号については、設計金額が５００万円未

満の工事及び３５０万円未満の建設コンサルタント業務等委託である場合に限るものとする。 

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。  

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の５及び第１６

７条の１１に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２年間の間に

国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを

すべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。  

(4) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと

認められるとき。 

２ 前項第１号に規定する履行保証保険契約を締結したことにより契約保証金を免除する場合は、当該

履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。 

なお、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって保

険会社が定め発注者の認める措置を講ずることができる場合においては、当該履行保証保険契

約に係る保険証券の提出があったものとみなす。  

３ 第１項第２号に規定する工事履行保証契約を締結したことにより契約保証金を免除する場合は、当

該保証契約に係る書面を提出させなければならない。 

なお、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって保

険会社等が定め発注者の認める措置を講ずることができる場合においては、当該保証契約に係

る書面の提出があったものとみなす。  

 

（最低制限価格の設定及び算出方法） 

第６条 価格競争方式による指名競争入札又は一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、令

第１６７条の１０第２項に規定する最低制限価格を設けるものとし、当該最低制限価格は、原則とし

て、次に定める額とする。 

(1) 工事及び建設コンサルタント業務等委託（公共土木施設の維持管理に係る業務の委託に限る。）

にあっては、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得

た額（円未満切捨て）、共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額（円未満切捨て）、現場

管理費の額に１００分の９０を乗じて得た額（円未満切捨て）及び一般管理費の額に１００分の６

８を乗じて得た額（円未満切捨て）の合計額（以下「最低制限基準価格」という。）に無作為（ラ

ンダム）係数を乗じて算出した額（円未満切捨て）。ただし、最低制限基準価格が予定価格（消費

税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）の１００分の９２を超える場合は予定価格に１００

分の９２を乗じて得た額（円未満切捨て）とし、最低制限基準価格が予定価格の１００分の７５に

満たない場合は予定価格に１００分の７５を乗じて得た額（円未満切捨て）。 

 (2) 建設コンサルタント業務等委託（公共土木施設の維持管理に係る業務の委託を除く。）にあっ

ては、別表業務区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、同表算定基礎額１の欄から算定基礎額４の欄

までに掲げる予定価格算定の基礎となった額を合計して得た最低制限基準価格の額に無作為（ラン

ダム）係数を乗じて算出した額（円未満切捨て）。ただし、測量業務の場合は、最低制限基準価格

が予定価格の１００分の８２を超えるときにあっては予定価格に１００分の８２を乗じて得た額

（円未満切捨て）、最低制限基準価格が予定価格の１００分の６０に満たないときにあっては予定

価格に１００分の６０を乗じて得た額（円未満切捨て）とし、建設コンサルタント業務及び補償コ

ンサルタント業務の場合は、最低制限基準価格が予定価格の１００分の８１を超えるときにあって

は予定価格に１００分の８１を乗じて得た額（円未満切捨て）、最低制限基準価格が予定価格の１

００分の６０に満たないときにあっては予定価格に１００分の６０を乗じて得た額（円未満切捨

て）とし、地質調査業務の場合は、最低制限基準価格が予定価格の１００分の８５を超えるときに

あっては予定価格に１００分の８５を乗じて得た額（円未満切捨て）、最低制限基準価格が予定価

格の３分の２に満たないときにあっては予定価格に３分の２を乗じて得た額（円未満切捨て）。 
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 (3) 前２号の無作為（ランダム）係数は、電子計算組織により無作為に算出される 1.00000 から 1.0

1000 までの数値（小数点以下第５位まで）とする。 

 

 

（最低制限価格の決定） 

第７条 最低制限価格は、開札直前に、入札執行者が熊本県電子入札システム（以下「システム」とい

う。）の最低制限価格ボタンを押下し、システムにより決定した無作為（ランダム）係数を用いて自

動的に決定する。 

２ 無作為（ランダム）係数の設定回数は、入札案件ごとに１回とする。 

 

（低入札価格調査基準価格の設定） 

第８条 総合評価落札方式による指名競争入札又は一般競争入札により契約を締結しようとする場合

は、第６条の規定にかかわらず、熊本県建設工事低入札価格調査実施要領（平成１６年熊本県告示第

３３１号）及び熊本県建設コンサルタント業務等委託低入札価格調査実施要領（令和２年熊本県告示

第７４８号）に規定する低入札価格調査基準価格を設けるものとする。 

 

（契約の申出期限） 

第９条 契約予定の相手方が決定した場合においては、落札決定の日（随意契約の場合には、契約の合

意の日）から５日（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県条例第１０号）第１条第１項各号に

掲げる日の日数は、算入しない。）以内に相手方に契約書（当該契約書に記載すべき事項を記録した

電磁的記録を含む。）を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出

た場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、この期限を延長することができる。  

 

 

  附 則 

 この要領は、平成２１年７月１日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約につい

て適用する。 

 

  附 則 

 この要領は、平成２３年６月１日から施行し、同日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引

に係る契約について適用する。 

 

  附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県工事契約事務取扱要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われ

る公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約

の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

  附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、平成２７年６日１

日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規

定は、この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

  附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規  

定は、この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 
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  附 則 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規  

定は、この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１５日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規  

定は、この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年１０月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規  

定は、この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規

定は、この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和６年６月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規

定は、この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規

定は、この要領の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の熊本県建設工事及び建設コンサルタント業務等委託契約事務取扱要領の規

定は、この要領の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用

し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 
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別表（第 6 条関係）  

業務区分  算定基礎額１  算定基礎額２  算定基礎額３  算定基礎額４  

測量業務  
直接測量費の

額  

測量調査費の

額  

諸経費の額に 10 分

の 5 を乗じて得た

額（円未満切捨て） 

－  

建築関係建設コンサ

ルタント業務  

直接人件費の

額  
特別経費の額  

技術料等経費の額

に 10 分の 6 を乗じ

て得た額（円未満

切捨て）  

諸経費の額に 10

分の 6 を乗じて

得た額（円未満切

捨て）  

土木関係建設コンサ

ルタント業務  

直接人件費の

額  
直接経費の額  

その他原価の額に

10 分の 9 を乗じて

得た額（円未満切

捨て）  

一 般 管 理 費 等 の

額に 10 分の 5 を

乗じて得た額（円

未満切捨て）  

地質調査業務  
直接調査費の

額  

間接調査費の

額に 10 分の 9

を乗じて得た

額（円未満切

捨て）  

解析等調査業務費

の額に 10 分の 8 を

乗じて得た額（円

未満切捨て）  

諸経費の額に 10

分の 5 を乗じて

得た額（円未満切

捨て）  

補償関係コンサルタ

ント業務  

直接人件費の

額  
直接経費の額  

その他原価の額に

10 分の 9 を乗じて

得た額（円未満切

捨て）  

一 般 管 理 費 等 の

額に 10 分の 5 を

乗じて得た額（円

未満切捨て）  

 


